
 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

平成２６年 ６月２０日 

兵庫県知事 殿 

 

提出者                   

住 所  相生市相生字柳山５３１５－４６ 

氏 名  関西電力㈱ 相生発電所     

所長 藤 井  康 弘     

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 0791-23-5063          

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  関西電力㈱ 相生発電所 

事 業 場 の 所 在 地  相生市相生字柳山５３１５－４６ 

計 画 期 間  平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

①事 業 の 種 類 ３３１１ 発電所 

②事 業 の 規 模 発電電力量 323,962.8 万kWh （平成25年度実績） 

③従 業 員 数 １２６人  （平成26年３月末時点） 

 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 
 別紙－１のとおり 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

  別紙－２のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

【前年度（平成２５年度）実績】       

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

①現状 
（これまでに実施した取組） 

 平成２５年度に発生した産業廃棄物の量は1,789ｔであり、主に発

電設備の稼働増加に伴い発生したダスト類（ばいじん）と排水汚泥の

増加によるものであるが、どちらも全量セメント会社でセメント原料

又は燃料の一部として再利用している。 

産業廃棄物全体で３Ｒ実施率は１００％であった。 

 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

 

②計画 （今後実施する予定の取組） 

 発電設備の稼動状況および定期点検の頻度により、産業廃棄物の発

生量が大きく左右されるが、今後も再生利用および再資源化に積極的

に取り組んでいく。 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 廃棄物の種類毎に置き場を設けて確実に分別し（別紙－４）、ガラ

ス・陶磁器屑等、委託処理先を数社確保して、可能な限りリサイクル

に努めている。 
 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 ｢現状取組｣と同様 

 

 

別紙－３のとおり 

別紙－３のとおり 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

【前年度（平成２５年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

①現状 

（これまでに実施した取組） 

 特になし 

 

 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

 

②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 特になし 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

【前年度（平成２５年度）実績】  

産業廃棄物の種類 
 

 

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ ①現状 

（これまでに実施した取組） 

 中和凝集沈殿排水処理装置で発生する汚泥（スラリー）は、汚泥脱

水施設で減量化した後、コンテナ袋に詰め、全量をセメント会社で燃

原料として再生利用している。 

 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

 

②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 ｢現状取組｣と同様 

 

 

別紙－３のとおり 

別紙－３のとおり 

別紙－３のとおり 

別紙－３のとおり 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

【前年度（平成２５年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 
①現状 

（これまでに実施した取組） 

 特になし 

 

 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

 

②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 特になし 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

【前年度（平成２５年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

 

①現状 

（これまでに実施した取組） 

 ゼロエミッション達成に向け、３Ｒ活動の推進を図る等、積極的に

活動を実施してきた。 

 

 

 

 

別紙－３のとおり 

別紙－３のとおり 

別紙－３のとおり 



 

 

（第５面） 

【目標】 

産業廃棄物の種類 
 

 

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

 ②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 引き続きゼロエミッション達成に向けた取組を図る等、循環型社会

の実現に向けた活動を実施します。 

 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   

別紙－３のとおり 



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



④産業廃棄物の一連の処理の工程

分析用試薬

※２

廃プラスチック

※２   ※１

ガラス・陶磁器くず

※２（廃ウエス）   ※１

※２（廃プラ）

ガラス陶磁器くず
（耐火材等）

廃油（油が付着した金属屑等）

種   類 産 業 廃 棄 物 発 生 行 程 産 業 廃 棄 物 処 理 工 程

汚   泥

建 設 廃 材
ゴ ム く ず

廃 石 綿 等

ダ ス ト 類

燃  え  殻

廃   油

金 属 く ず

一般排水

構内排水処理施設

住友大阪セメント㈱
太平洋セメント㈱

ボイラー排ガス

スプレー水処理

(住友大阪セメント㈱)

(新興化学工業㈱)ボイラー
煙  道

構内排水

重・原油タンク清掃等

(㈱ダイセキ)

各種工事

各種工事

(㈱エコ阪神)

(㈲栄光環境)

ボイラ保温材取替工事等 (㈲栄光環境)

加水により飛散防止

中和凝集沈殿処理施設 汚泥脱水施設 セメント原料又は燃料の一部として使用

廃ろ過砂

廃活性炭

燃料の一部として使用

製鋼原料として再生

油分離処理施設 重・原油タンクへ回収

中間処理：焼却

中間処理：破砕

埋立処理

二重にビニール袋詰め 埋立処理

コンテナ袋詰め

コンテナ袋詰め

コンテナ袋詰め

コンテナ袋詰め

ビニール袋詰め

電気集じん器 アッシュホッパ

ドラム缶詰め又はタンクローリー

中間処理：油水分離 (近畿オイルシステム㈱)

中間処理：溶融
(金属くず)

(㈱中山製鋼所)

中間処理：油水分離

(大東衛生㈱)

中間処理：破砕 (㈱ＪＭＲ)
(廃蛍光灯(水銀灯を含む))

中間処理：破砕､混練､成形
(保温材くず)

(㈱姫路環境開発）

埋立処理

金属屑と廃プラスチック
等を含む混合廃棄物 中間処理：分別・破砕

(㈲栄光環境)

(㈱姫路環境開発)

フレコンバッグ詰め

中間処理：
コンクリート固化

(東京トリムテック㈱)

中間処理：破砕
(木くず)

(㈱姫路環境開発）

(共英製鋼㈱)中間処理：溶融

※１

金属屑:バラ
ガラス陶磁器、廃プラ：フレコン詰

セメント製造用の燃原料として使用

バラ・袋詰め

廃ウエス

金属くず
ガラス陶磁器くず

中間処理：溶融 (水島エコワークス㈱)

各種工事 バラ・袋詰め 中間処理：粉砕 (共英産業㈱)

廃プラ、ガラス陶磁器くず
金属くず、廃油（廃ウエス）

容器（ビン等）
（汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等）

中間処理：中和・焼却 （㈱アサヒプリテック）廃棄処分

各種工事 ドラム缶他

有償譲渡：再生燃料として利用 (㈱ダイセキ、アミタ㈱)

(ＪＸ金属環境㈱)中間処理：溶融

中間処理：溶融バラ・袋詰め

ガラス陶磁器くず、
廃プラ、金属くず、
ゴムくず

(㈱共英メソナ)

(金属くず)

中間処理：焙焼
(野村興産㈱)(廃水銀、廃乾電池)

埋立処理 (野村興産㈱)
水銀を除く

廃プラ

(㈱ダイセキ)

別
紙
－
１



別紙－２

廃棄物管理体制

：法に基づく選任者を示す

・一般廃棄物の処理
 （工事により取水口等から発生
する貝、塵芥類の処理等）
・産業廃棄物処理施設の保守管
理
（汚泥脱水処理装置の保守管理）
・廃棄物保管場所への運搬処理
手続き
 （工事により発生する廃棄物の
保管管理）
・請負付託手続き
 （処理時期・処理量等の決定）
・マニフェストの発行、処理日数管
理およびＡ票とＢ～Ｅ票の照合
・廃棄物処理記録表の作成

特別管理産業廃棄物管理責任者
（法に基づく有資格者の選任者）

特別管理産業廃棄物の適正処理
に関する総括管理

計画課長 発電課長 保修課長

火力事業本部
・特別管理産業廃棄物発生量お
よび産業廃棄物性状を集約し処
理委託先に報告する。
 （廃棄物処理法施行令）

所長

・一般廃棄物の運営管理
 （日常清掃で発生するもの等の
処理および手続き）
・廃棄物保管場所の運営管理
 （鍵の管理、搬入の承認および
保管状況を適時確認）
・管理票（マニフェスト）の交付・統
括管理
・廃棄物処理実績の統括管理
 （廃棄物処理記録等の集約）
・官公庁への諸届出・対外報告書
の作成および報告
・廃棄物の性状管理
・廃棄物管理調書の作成・報告
・協定に基づく報告書の作成・報
告
・特別管理産業廃棄物発生量を
火力事業本部へ報告する。
・産業廃棄物性状を火力事業本
部へ報告する

・一般廃棄物の処理
 （運転により取水口等から発生
する貝、塵芥類の処理等）
・産業廃棄物処理施設の運営管
理
（汚泥脱水処理装置の運転管理）
・廃棄物保管場所への運搬処理
手続き
 （運転により発生するＥＰ灰・汚
泥等廃棄物の保管管理）
・請負付託手続き
 （処理時期・処理量等の決定）
・マニフェストの発行、処理日数管
理およびＡ票とＢ～Ｅ票の照合
・廃棄物処理記録表の作成



別紙－３  

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

ダスト類 汚泥 廃油 燃え殻 金属屑 ガラス・陶磁器屑 廃プラスチック

1,129 t 601 t 10 t 5 t 0 t 5 t 39 t

ダスト類 汚泥 廃油 燃え殻 金属屑 ガラス・陶磁器屑 廃プラスチック

1,129 t 601 t 10 t 108 t 1 t 5 t 39 t

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

ダスト類 汚泥 廃油 燃え殻 金属屑 ガラス・陶磁器屑 廃プラスチック

0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

ダスト類 汚泥 廃油 燃え殻 金属屑 ガラス・陶磁器屑 廃プラスチック

0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

ダスト類 汚泥 廃油 燃え殻 金属屑 ガラス・陶磁器屑 廃プラスチック

0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

0 t 525 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

ダスト類 汚泥 廃油 燃え殻 金属屑 ガラス・陶磁器屑 廃プラスチック

0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

0 t 525 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

ダスト類 汚泥 廃油 燃え殻 金属屑 ガラス・陶磁器屑 廃プラスチック

0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

ダスト類 汚泥 廃油 燃え殻 金属屑 ガラス・陶磁器屑 廃プラスチック

0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

ダスト類 汚泥 廃油 燃え殻 金属屑 ガラス・陶磁器屑 廃プラスチック

1,122 t 76 t 10 t 0 t 0 t 5 t 39 t

優良認定処理事業者への
処理委託量 0 t 31 t 7 t 0 t 0 t 4 t 37 t

再生利用業者への
処理委託量 1,122 t 45 t 3 t 0 t 0 t 1 t 2 t

認定熱回収業者への
処理委託量 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

認定熱回収業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

ダスト類 汚泥 廃油 燃え殻 金属屑 ガラス・陶磁器屑 廃プラスチック

1,129 t 76 t 10 t 108 t 1 t 5 t 39 t

優良認定処理事業者への
処理委託量 0 t 31 t 7 t 0 t 0 t 4 t 37 t

再生利用業者への
処理委託量 1,129 t 45 t 3 t 108 t 1 t 1 t 2 t

認定熱回収業者への
処理委託量 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

認定熱回収業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

①現状

 【前年度（平成２５年度）実績】

②計画

 【目 標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行う産業廃棄物の量

①現状

 【前年度（平成２５年度）実績】

②計画

 【目 標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

 【前年度（平成２５年度）実績】

②計画

 【目 標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

全処理委託量

①現状

 【前年度（平成２５年度）実績】

②計画

産業廃棄物の種類

排 出 量

産業廃棄物の種類

排 出 量

①現状

 注）排出量と全処理委託量（汚泥については中間処理後）の違いは、前年度保管分の処理または本年度保管分を含むため。

②計画

①現状

 【前年度（平成２５年度）実績】

 【目 標】

産業廃棄物の種類

全処理委託量

産業廃棄物の種類



廃油、金属屑、ガラス・陶磁
器屑、廃プラスチック、廃石
綿等置き場（隔壁で区画）

リサイクル廃プラスチック置き場

ＥＰ灰、燃え殻、汚泥置き場

別
紙
－
４

廃油、ＰＣＢ廃棄物置き場

危険物倉
庫

ＰＣＢ廃棄物置き場

廃蛍光灯置き場


